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１．前回の議論を踏まえた論点整理について 

 
● 前回の改正（平成２０年４月～）からの社会状況等の変化を踏まえ、本制度が安定的に持続可能 
  であるか 
 ・ 加入者数（保護者）の減                
 ・ 年金受給者（障害者）数の増 
 ・ 死亡率の変化 （年金受給期間の延びは盛り込まれているか。）                      
 ・ 運用利回りの推移 （年金収支について、運用利回り２．８％は可能であるか。） 
 ・ 公費投入額及び期間について （公費の投入のあり方について、考えられる余地はないか。）            

 

（第１回検討会における主な意見） 

○ 予期しないリスクの変化が事後的に発生すれば、給付で調整するか、保険料で調整することにな
るが、年金受給期間が延びるかということが一つのリスクであり、年金の債務に影響を与えるため、
年金受給期間が延びているかどうかを確認することがポイントとなる。年金受給期間の延びを盛り
込んだ財政であれば、保険料等特段触る必要はない。 

○ 加入者の状況や各種データ（死亡率等）に基づき、将来の収支予測を行う必要があり、詳細な
データがない場合には、ない中でどう検証するのかが検討のプロセスになるのではないか。各種
データにより将来収支予測を行わないとわからない面もあるが、財務状況は改善傾向であり、すぐ
に料率の見直しは必要ないのではないか。 

○ 年金収支の運用利回りについて、ポートフォリオの大部分を占める国内債券の金利を考えると、
今後は２．８％を確保することは難しいのではないか。 
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● 今後の運営のあり方について 
 ・ 広報のあり方について （民間保険にないメリットは何か。話題性のある発信方法で広報できない  
   か。具体的なターゲットを絞った紹介ができないか。） 
 

 
（第１回検討会における主な意見） 
 

○ 年金給付額が高齢化によってマクロ経済スライドが効いてくると、私的年金や企業年金に入ること
も考えられるが、障害のある方は、そのような機会も限られることから、本制度の政策的な目的・意
義、民間保険にないメリットを情報提供し、普及していくべき。 

 
○ 話題性を持った発信方法として、テレビ番組で取り上げてもらうことも一つの方法ではないか。 
 

○ 本制度の自治体の担当課の話では、本制度についての問い合わせは結構あるが、月々の掛金を
伝えると申し込むことを尻込みされる方も多いため、制度の魅力をきちんと伝える必要がある。 

 

○ 税制優遇等、こういう方にはメリットがあるというように具体的なターゲットを絞った紹介の仕方が
できれば効果的ではないか。 
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 ③ 年金受給者（障害者） 
    ・ 実人員 ４６，５６８人  （５５，７５４口）  平均年齢 ６０．６歳 

     ・ 障害の種類 

    

２．加入者等の状況について 
（１） 総括表 
 ① 加入者（保護者） 

 ② ①に扶養されている障害者（年金未支給） 

・ 実人員 ４５，３５３人 （６７，０２５口）   平均年齢 ７３．６歳 

・ 障害者との続柄   父母 ４４，４１９人、配偶者４１６人、兄弟姉妹３８９人、その他１２９人 

・ ６０歳以上の加入者が９割近くを占めている。 

・ 実人員 ４５，３５３人 （６７，０２５口）   平均年齢 ４３．５歳 
 
・ 障害の種類  

区 分 総 数 
加   入   時   の   障   害   の   種   類 

知的障害者  身体障害者 その他 

実人員 
(人） 

45,353 

30,729 10,905 3,719 

知的Ａ(重度) 知的Ｂ １級 2級 3級 その他 

12,724 18,005 3,436 5,075 2,394 3,719 

構成比 100.0  28.1% 39.7% 7.6% 11.2% 5.3% 8.2% 

区 分 総 数 
加   入   時   の   障   害   の   種   類 

知的障害者 身体障害者 その他 

実人員 
(人） 

46,568 

26,747 17,494 2,327 

知的Ａ(重度) 知的Ｂ １級 2級 3級 その他 

10,193 16,554 4,336 9,092 4,066 2,327 

構成比 100.0  21.9% 35.5% 9.3% 19.5% 8.7% 5.0% 

（数値は、平成２９年３月３１日時点。） 
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（２） 加入者（保護者）の状況 
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② 性別 
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① 障害者との続柄 
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③ 年齢 
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n=45,353 

（参考）平成２８年度新規加入者（３３１人）の年齢構成 

※平均年齢：４９．０歳 

25歳～ 30歳～ 35歳～ 40歳～ 45歳～ 50歳～ 55歳～ 60歳～
29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳

実人員 331 1 12 35 60 68 62 37 56

構成比 100.0 0.3% 3.6% 10.6% 18.1% 20.5% 18.7% 11.2% 16.9%

（単位：人、％）

区　分 総　数
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（３） 障害者の状況 
 
  ① （２）に扶養されている障害者（年金未受給） 
 
   ア．性別 

59.9  

61.2  

40.1  

38.8  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19年度末 

28年度末 

男 女 

65.3  

67.8  

27.3  

24.0  

7.4  

8.2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19年度末 

28年度末 

知的障害者 身体障害者 その他 

イ．加入時の障害種別 
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ウ．年齢 

8.5  

5.4  

12.9  

9.1  

30.1  

17.4  

27.9  

36.3  

20.6  

31.8  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19年度末 

28年度末 

～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳～ 

n=65,233 

n=45,353 

（参考）平成２８年度新規加入障害者（３３１人）の年齢構成 

※平均年齢：１４．９歳 

0歳～ 5歳～ 10歳～ 15歳～ 20歳～ 25歳～ 30歳～ 35歳～ 40歳～
4歳 9歳 14歳 19歳 24歳 29歳 34歳 39歳

実人員 331 37 84 63 51 31 28 25 11 1

構成比 100.0 11.2% 25.4% 19.0% 15.4% 9.4% 8.5% 7.6% 3.3% 0.3%

（単位：人、％）

区　分 総　数
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（３） 障害者の状況 
  ① （２）に扶養されている障害者（年金未受給） 
 

   オ．加入時の身体障害の程度 

    （イ） 身体障害 

30.9  

31.5  
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22.0  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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１級 2級 3級 

   エ．加入時の知的障害の程度 

n=42,593 

n=30,729 

n=17,821 

n=10,905 
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（３） 障害者の状況 
 ① （２）に扶養されている障害者（年金未受給） 
   カ．就労状況 
     ※ 平成28年度新規加入障害者（実人員：331人）を対象に障害証明書を集計したもの。 

区 分 総 数 有 無 

実人員（人） 331 32 299 

構成比（％） 100.0 9.7 90.3 

※ 障害証明書・・・保険契約申込み時に、各都道府県等から（独）福祉医療機構に提出するもの。 

 キ．就労している者の平均月収 
    ※ 平成28年度新規加入障害者（実人員：331人）を対象に障害証明書を集計したもの。不明を除く。  

区 分 総 数 1万円未満 1万円以上5
万円未満 

5万円以上10
万円未満 

10万円以上 

実人員（人） 30 6 4 9 11 

構成比（％） 100.0 20.0 13.3 30.0 36.7 

（参考） 
 ・ 就労継続支援Ａ型事業所における平均賃金月額（平成27年度） 67,795円  
 ・ 就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃月額（平成27年度）  15,003円 



12 

（３） 障害者の状況 

 ① （２）に扶養されている障害者（年金未受給） 

  ク．施設入所の有無 

     ※ 平成28年度新規障害者加入者（実人員：331人）を対象に障害証明書を集計したもの。 

  
区 分 総 数 有 無 

実人員（人） 331 9 322 

構成比（％） 100.0 2.7 97.3 

○主な施設の種類 

・グループホーム（４）、医療型障害児入所施設（２）、障害者支援施設（２）、施設種別不明（１） 
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（３） 障害者の状況 
  ② 年金受給障害者 
   ア．性別 

イ．加入時の障害種別 
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   オ．加入時の身体障害の程度 

   エ．加入時の知的障害の程度 

（３） 障害者の状況 

  ② 年金受給障害者 

39.7  

38.1  

60.3  
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  （３） 障害者の状況 

    ② 年金受給障害者 
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知的障害者 身体障害者 その他 
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（
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男 女 

カ．平均受給期間（加入時の障害種別） キ．平均受給期間（性別） 

（参考）平均受給金額 ※平均受給期間に２万円（１口）を乗じて試算 
        １９年度       →       ２８年度 
     ３３８万円（１４年１ヶ月）      ４３８万円（１８年３ヶ月） 

（※）各年度において亡くなられた方を対象に集計 
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（３） 障害者の状況 

  ② 年金受給障害者 

   ク．掛金の免除後・免除前に年金受給となった者の割合 

88.3  

95.8  

11.7  

4.2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19年度末 

28年度末 

免除後 免除前 

（参考）保険料免除の条件 
６５歳に以上に達し、かつ、２０年（※）以上継続して加入しているもの 
 
（※）平成８年１月１日改正前の旧第１保険者加入者で、昭和６１年３月３１

日以前の１口目加入者については、「２５年」。 

※ 各年度新規年金受給者を対象に集計 

n=2,042 

n=1,715 



３．特定贈与信託の仕組みについて 

○ 特定贈与信託は、特定障害者（※）の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等
に信託するもの。 

（※）重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者 等 
 
○ 信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付。 
 
○ 本制度を利用する場合、特別障害者（重度の心身障がい者）については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者（中軽

度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等）は3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる。 
 
○ ２８年度末実績 1,633件  受託残高 384億円 

「一般社団法人 信託協会」資料より抜粋 17 



特定贈与信託 心身障害者扶養共済制度 

利用で
きる者 

特定障害者の親族、篤志家等の個人 対象となる障害者を扶養している６５歳未満の
保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母等の
親族）であって、生命保険契約の対象となる健
康状態である者 

対象と
なる障
害者 

対象となる「特定障害者」は、障がいの程度によって「特別障害者」と「特別障
害者以外の特定障害者」に分けられており、贈与税の非課税限度額が異なる。 
・ 特別障害者（非課税限度額：６，０００万円） 
① 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者または児童

相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健
指定医の判定により重度の知的障がい者とされた者 

② 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が１級である者として記載されている
精神障がい者 

③ 1級または２級の身体障害者手帳保有者 
④ 特別項症から第３項症までの戦傷病者手帳所有者 
⑤ 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者 
⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち精神または身体の障がいの

程度が上記①または③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている
者 

⑦ 精神または身体に障がいのある年齢65 歳以上の者で、その障がいの程度
が上記①または③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者 

・ 特別障害者以外の特定障害者（非課税限度額：３，０００万円） 
① 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神

保健指定医の判定により中軽度の知的障がい者とされた者 
② 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が２級または３級である者として記載

されている精神障がい者 
③ 精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の者で、その障がいの程度

が上記①に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者 

次のいずれかに該当する障害者で､将来独立
自活することが困難であると認められる方｡(年
齢は問わない｡) 
(1) 知的障害  
(2) 身体障害者手帳を所持し､その障害が１級

から３級までに該当する障害  
(3) 精神または身体に永続的な障害のある方

(統合失調症､脳性麻痺､進行性筋萎縮症､
自閉症､血友病など)で､その障害の程度が
(1)または(2)の者と同程度と認められる方  

金銭の
交付 

特定障害者の生活または療養の需要に応じて、定期的に、実際に必要な金額
を金銭で支払。 

1口加入の場合 月額 2万円 
2口加入の場合 月額 4万円 

期間 特定障害者への交付は、信託された財産が全額交付された時に終了。特定障
害者が死亡した際に残余財産があればその相続人又は受遺者に交付。 

終身 
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保険種類 終身保険 

被保険者年齢 50歳 

保険金受取人年齢 20歳 

保険料払込期間 20年 

保険金額 

①1,500万円  保険金受取人が男性で、被保険者が85歳で亡くなり、55歳から年金 
          を受け取ると想定した保険金額 
②1,800万円  保険金受取人が女性で、被保険者が85歳で亡くなり、55歳から年金 
          を受け取ると想定した保険金額 

年金支払種類 10年保証期間付終身年金 

年金年額 50万円 

保険料（月払） 
①68,220円（被保険者が男性）、64,830円（被保険者が女性） 
②81,864円（被保険者が男性）、77,796円（被保険者が女性） 

その他 
被保険者が亡くなったときに保険金受取人が55歳未満である場合は、終身年金で
は年金を受け取れず、確定年金での受け取りとなる。 

４．心身障害者扶養共済制度と類似の民間保険について 
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○ 加入者を「障害者を扶養する保護者」のみに限定して販売されている民間の生命保険（死亡保
険）はなし。 

 

○ 生命保険会社によっては、一般的な生命保険で、被保険者の死亡等により、保険金の受取人
に対し、保険金を一時金で支払う方法にかえて、希望者には年金で支払う対応を行っているとこ
ろもあり。 

 

 （A社の場合） 



○ 保険金の受取人が当該保険会社が定める所定の障害者（知的障害・身体障害など）で
ある場合に、一時金で支払う保険金を割増された年金額で支払うという特約を付けること
ができるものもあり。 

 
（Ｂ社の例）  

 ＜年金受取人が、年金基金設定時の年齢：30歳、性別：男性の場合の、10年保証期間付
終身年金の例＞ 

   保険金等を一時金以外の方法で受取ることができる特約を付加した場合の年金額を
「100」とした場合、当該特約を付加した場合の割増された年金額は「約146」 

     

＜保険金の受取人となる障害者の障害程度について＞ 

 ア．身体障害者 身体障害者障害等級表の障害の級別１級～３級に定める程度の障害
状態がある者 

 イ．知的障害者 知的機能の障害が発達期（概ね１８歳まで）にあらわれ、日常生活に支
障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあると会社が認めた者 

 ウ．精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が①または②と同
等（公的年金制度の障害等１級または２級等）と会社が認めた者  

20 
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民間生命保険（終身保険）の特色 

○ 民間生命保険（終身保険）は、以下の要素等により、掛金月額・年金給付月額が一定である
心身障害者扶養共済制度と比較することは困難。 
 被保険者の年齢・性別や保険金額により保険料が異なる。 
 保険金を年金で受け取る場合、受取人の年齢・性別や保険金額により年金額が異なる。 
 保険金を年金で受け取る場合の年金受取に関しては、保険会社ごとに取扱基準等が異な

る。 
 
○ 民間生命保険（終身保険）の特色と考えられる点をいくつか挙げれば以下の通り。 

 保障のバリーエーションが豊富（医療保障、３大疾病保障、就業不能保障等との組合せが
可能）。 

 所得やライフスタイルに合った保険料や保険金額を選択することができる。また、保険加入
後もライフスタイルに合わせて保障の見直し（保険金額の変更、医療関係特約の途中付
加、別の保険商品への変更等）ができる。 

 税制上の取扱いは以下のとおり。 
   ・ 終身保険部分の保険料は一般生命保険料控除の対象（所得税・住民税）。 
     （医療関係特約部分の保険料は介護医療保険料控除の対象） 
   ・ 年金受取人に対し､ 
      年金受給権取得時 ：  相続税（または贈与税）が課税される。 

（受取人が相続人であれば相続税の非課税枠あり） 
      年金受取時     ：  相続税（または贈与税）課税後に新たに充当される運用成果

部分等に相当する金額（配当金による買い増し年金等）があれ
ば、その部分に所得税が課税される（雑所得）。 



心身障害者扶養共済制度の特色 

 都道府県・指定都市が条例に基づき実施している制度であり、障害者の生活の安定と
福祉の増進を目的とした制度であること。 

 加入者が他の都道府県・指定都市に転出した場合、転出先の都道府県・指定都市に
おいて、同様の保障を受けることができること。 

 終身保険であること。 

 制度の運営に関する事務経費などの「付加保険料」が保険料に上乗せされていないこ
と。 

 税制上、以下の措置を受けられること。 

 

 

 

 

 

 

 

 年金、弔慰金及び特別弔慰金は生活保護の収入として認定されない。 

 
 

22 

①掛金 

   加入者が地方公共団体に納める掛金は、所得税及び地方税（住民税）とも
に、小規模企業共済等掛金控除の対象として、その全額が所得控除される。 

②給付金 

脱退一時金以外の給付金は、所得税及び地方税（住民税）ともに非課税。年
金、弔慰金及び特別弔慰金については、相続税及び贈与税ともに非課税。 



５．心身障害者扶養共済制度と国民年金との対比について 

  心身障害者扶養共済制度 国民年金（障害基礎年金） 

加入要件 障害者を現に扶養している保護者(父母､配偶者､
兄弟姉妹､祖父母､その他の親族など)であって､
次のすべての要件を満たしている方｡  
(1) その都道府県・指定都市内に住所があること｡  
(2) 加入時の4月1日時点の年齢が満65歳未満で

あること｡ 
(3) 特別の疾病又は障害がなく､生命保険契約の

対象となる健康状態であること｡ 
(4) 障害者1人に対して､加入できる保護者は1人

であること｡ 

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は全て被保険者となる。 
  
※20歳未満または60歳以上であっても、厚生年金保険の被保険者は、

国民年金の被保険者となる。ただし、厚生年金保険法に基づく老齢
給付等を受けることができる者を除く。 

保険料 １口9,300円～23,300円（加入時年齢による） 16,490円（平成29年度） 

支給要件 加入者（障害者を扶養している者）が死亡又は重
度障害となった時に障害者が受給。 

１．国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガにつ
いて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があること。 

２．一定の障害の状態にあること。 
３．保険料納付要件 

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
（20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、
納付要件不要。） 
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上

の期間について、保険料が納付または免除されていること 
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月まで
の1年間に保険料の未納がないこと 

対象となる
障害及びそ
の障害程
度 

１．知的障害 
２．身体障害者手帳１～３級 
３．１又は２と同程度の障害者 

（対象となる主な障害） 
１．外部障害 眼、聴覚、肢体（手足など）の障害など 

２．精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発
達障害など 

３．内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾
患、糖尿病、がんなど 
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  心身障害者扶養共済制度 障害基礎年金 

    （障害の程度－障害等級の例） 
【1級】 
 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 
 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 
 両眼の視力の和が0.04以下のもの（原則として矯正視力） 
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 
 その他 
【2級】 
 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 
 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 
 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの（原則として矯正視力） 
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 
 その他 

  
※身体障害者手帳の等級とは異なる。 

給付月額 
  

１口月額２万円（２口まで） 【1級】月額81,177円（平成29年度） 
【2級】月額64,941円（同上） 
※ 対象者がいる場合は子の加算がある。 
※ 物価変動率等により改定 

所得制限   
な し 

20歳前の障害による障害基礎年金にかかる所得制限 
【1/2停止】3,604,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額。 
【全部停止】4,621,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円を加算した額。 

財政方式 積立方式 賦課方式 

給付人員 46,052人（54,829口） （27年度末） 【1級】 69.8万人（26年度末） 
【2級】 107 万人（26年度末） 
※ 被用者年金を上乗せしている者を含む障害基礎年金受給者数。 
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６．自治体における広報の取組事例 

  
  

加入者数(実数) 前年度との増減 
広報等の取組 

26 27 28 27-26 28-27 

福島県 6 6 10 0 4 

２８年度は、広報啓発を積極的に行うことを決定し、福
祉医療機構 作成のリーフレットを例年に比べ多めに市
町村に送付し、周知の協力を依頼。 

群馬県 3 6 11 3 5 

県が市町村の窓口の職員を対象とした研修に、本事
業も盛り込み、市町村職員の本事業への理解を深め
るとともに、市町村の窓口で身体障害者手帳等の申請
の際に、本事業の紹介をしてもらっている。 

東京都 23 37 47 14 10 

東京都独自でリーフレットを作成し、市区町村の窓口
で身体障害者手帳等の申請の際に、配布をお願いし
ている。 
全国に先行して、都立の特別支援学校に2部ずつリー
フレットを配布し、保護者等の目につく掲示板に掲載を
お願いしている。 

広島県 1 5 7 4 2 

県が市町村の窓口の職員を対象とした研修に、本事
業も盛り込み、市町村職員の本事業への理解を促進
している。 

横浜市 1 6 11 5 5 

県が市町村の窓口の職員を対象とした研修に、本事
業も盛り込み、市町村職員の本事業への理解を深め
るとともに、市町村の窓口で身体障害者手帳の申請の
際に、本事業の紹介をしてもらっている。 
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（参考１）自治体別加入者数の推移（実数） 

  
26 27 28 差（27-26） 差（28-27） 

  
26 27 28 差（27-26） 差（28-27） 

北 海 道 5 3 3 -2 0 山 口 県 5 8 3 3 -5 
青 森 県 2 3 3 1 0 徳 島 県 0 0 0 0 0 
岩 手 県 1 3 4 2 1 香 川 県 3 4 4 1 0 
宮 城 県 4 2 1 -2 -1 愛 媛 県 1 3 1 2 -2 
秋 田 県 0 0 2 0 2 高 知 県 18 18 8 0 -10 
山 形 県 0 1 1 1 0 福 岡 県 5 6 7 1 1 
福 島 県 6 6 10 0 4 佐 賀 県 0 3 1 3 -2 
茨 城 県 8 9 4 1 -5 長 崎 県 0 0 1 0 1 
栃 木 県 0 0 3 0 3 熊 本 県 0 1 1 1 0 
群 馬 県 3 6 11 3 5 大 分 県 2 0 1 -2 1 
埼 玉 県 10 27 19 17 -8 宮 崎 県 0 1 3 1 2 
千 葉 県 3 12 11 9 -1 鹿 児 島 県 1 4 2 3 -2 
東 京 都 23 37 47 14 10 沖 縄 県 1 0 0 -1 0 
神 奈 川 県 12 14 8 2 -6 札 幌 市 6 6 3 0 -3 
新 潟 県 7 9 6 2 -3 仙 台 市 6 7 2 1 -5 
富 山 県 1 3 1 2 -2 さ い た ま 市 0 3 2 3 -1 
石 川 県 7 6 4 -1 -2 千 葉 市 1 1 3 0 2 
福 井 県 1 3 4 2 1 横 浜 市 1 6 11 5 5 
山 梨 県 1 3 1 2 -2 川 崎 市 1 2 3 1 1 
長 野 県 4 6 3 2 -3 相 模 原 市 1 2 2 1 0 
岐 阜 県 0 2 4 2 2 新 潟 市 2 5 6 3 1 
静 岡 県 8 8 9 0 1 静 岡 市 0 0 0 0 0 
愛 知 県 11 15 11 4 -4 浜 松 市 0 0 1 0 1 
三 重 県 1 3 0 2 -3 名 古 屋 市 4 5 5 1 0 
滋 賀 県 1 6 4 5 -2 京 都 市 1 4 4 3 0 
京 都 府 7 10 5 3 -5 大 阪 市 3 5 5 2 0 
大 阪 府 11 4 17 -7 13 堺 市 1 1 5 0 4 
兵 庫 県 7 5 20 -2 15 神 戸 市 4 0 9 -4 9 
奈 良 県 1 3 5 2 2 岡 山 市 0 0 0 0 0 
和 歌 山 県 0 3 0 3 -3 広 島 市 1 3 7 2 4 
鳥 取 県 1 0 0 -1 0 北 九 州 市 3 0 0 -3 0 
島 根 県 4 3 0 -1 -3 福 岡 市 3 5 2 2 -3 
岡 山 県 0 1 1 1 0 熊 本 市 1 1 0 0 -1 
広 島 県 1 5 7 4 2 総 数 226 325 331 99 6 
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７．死亡率について 
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（注）本制度の対象者と簡易生命表及び国民年金20歳前障害年金の対象者とは異なるため、単純に比較できるものではない。 
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８．運用利回りについて 
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平成 
20年度 

 
21年度 

 
22年度 

 
23年度 

 
24年度 

 
25年度 

 
26年度 

 
27年度 

 
28年度 

9年間 
（年率） 

1.65％ 1.70％ 1.70％ 1.68% 1.65% 1.66% 1.67% 1.68% 1.63% 1.67% 

○保険収支 

○年金収支（信託報酬控除後） 

平成 
20年度 

 

 
21年度 

 

 
22年度 

 

 
23年度 

 

 
24年度 

 

 
25年度 

 

 
26年度 

 

 
27年度 

 

 
28年度 

（速報値） 

9年間 
（年率） 

-5.95% 5.64% 0.29% 2.46% 7.81% 5.96% 8.35% 1.22% 1.31% 2.92% 



９．財政収支等の見通しについて（前提） 
• 加入者死亡率：平成24～28年度実績 

 
• 障害者死亡率：①平成24～28年度実績、②平成15～17年度実績 

 
• 運用利回り 

 
 
 
 
 

• 保険資産、年金資産：平成28年度末時点 
 ただし、毎年度の運用収益を月次平均残高により、平成19年度以前加入者分と平成20年度以降加
入者分に按分。 
 
• 新規加入者：なし 

 
• 平成29年度の公費投入額 
 保険収支：46億円、年金収支：46億円 
 
• 平成30年度以降の公費投入額 
＜保険収支最終年度前＞ 
 保険収支、年金収支ともに毎年度の公費投入額の１／２を投入 
＜保険収支最終年度＞ 
 毎年度の公費投入額から保険収支への公費投入額を控除した額を年金収支に投入 
＜保険収支最終年度後＞ 
 毎年度の公費投入額を年金収支に投入 
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A B C

平成29年度

平成30年度以降
保険：1.5%
年金：2.8%

保険：1.5%
年金：1.5%

保険：0.25%
年金：0.25%

保険：1.5%
年金：2.8%

（参考）標準利率：0.25% 



９．財政収支等の見通しについて（結果） 
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○　平成20年度以降加入者
運用利回り

A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

枯渇しない 枯渇しない

保険：
H92に枯渇

年金：
H101に枯渇

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

枯渇しない 枯渇しない

保険：
枯渇しない

年金：
H91に枯渇

○　平成19年度以前加入者
　・公費投入額を92億円／年とした場合の公費投入期間 　・公費投入期間を平成62年度までとした場合の毎年度の公費投入額

運用利回り 運用利回り
A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

H54
（最終年度）
保険：H40

    　　　44億円
年金：H54

    　　　40億円

H59
（最終年度）
保険：H40

    　　　44億円
年金：H59

    　　　34億円

H65
（最終年度）
保険：H45

    　　　10億円
年金：H65

    　　　55億円

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

76億円
（最終年度）
保険：H43

    　　　19億円
年金：H62

    　　　32億円

85億円
（最終年度）
保険：H41

    　　　40億円
年金：H62

    　　　40億円

101億円
（最終年度）
保険：H43

    　　　42億円
年金：H62

    　　　29億円

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

H61
（最終年度）
保険：H41

    　　　31億円
年金：H61

    　　　60億円

H66
（最終年度）
保険：H41

    　　　31億円
年金：H66

     　　　69億円

H72
（最終年度）
保険：H45

    　　　46億円
年金：H72

    　　　44億円

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

91億円
（最終年度）
保険：H41

    　　　37億円
年金：H62

    　　　19億円

101億円
（最終年度）
保険：H40

    　　　28億円
年金：H62

    　　　54億円

120億円
（最終年度）
保険：H42
     13億円
年金：H62
     20億円

死
亡
率

死
亡
率

死
亡
率



平成20年度以降加入者（１） 

31 

A－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

A－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

31 31 
31 



平成20年度以降加入者（２） 

32 

B－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

B－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

32 32 
32 



平成20年度以降加入者（３） 

33 

C－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

C－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

33 33 
33 



平成19年度以前加入者（公費投入金額固定－１） 

34 

A－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

A－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

34 

34 

34 



35 

B－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

B－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

平成19年度以前加入者（公費投入金額固定－２） 

35 

35 

35 



36 

C－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

C－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

平成19年度以前加入者（公費投入金額固定－３） 

36 

36 

36 



平成19年度以前加入者（公費投入期間固定－１） 

37 

A－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

A－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支）、2.8%（年金収支） 

37 

37 

37 



38 

B－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

B－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：1.5%（保険収支、年金収支） 

平成19年度以前加入者（公費投入期間固定－２） 

38 

38 

38 



39 

C－① 死亡率：H24-H28実績（加入者、障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

C－② 死亡率：H24-H28実績（加入者）、H15-H17実績（障害者）、運用利回り：0.25%（保険収支、年金収支） 

平成19年度以前加入者（公費投入期間固定－３） 

39 

39 

39 
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平成19年度以前加入者（留意点１） 
○公費投入期間又は枯渇年度
　・公費投入額を76億円／年とした場合 　・公費投入額を85億円／年とした場合

運用利回り 運用利回り
A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

H62
（最終年度）
保険：H43

    　　　19億円
年金：H62

    　　　32億円

H67
（最終年度）
保険：H43

    　　　19億円
年金：H67

    　　　46億円

保険：
枯渇しない

年金：
H50に枯渇

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

H57
（最終年度）
保険：H41

    　　　40億円
年金：H57

    　　　31億円

H62
（最終年度）
保険：H41

    　　　40億円
年金：H62

    　　　40億円

H68
（最終年度）
保険：H46

    　　　21億円
年金：H68

    　　　57億円

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

H73
（最終年度）
保険：H44

    　　　16億円
年金：H73

    　　　72億円

保険：
枯渇しない

年金：
H54に枯渇

保険：
枯渇しない

年金：
H47に枯渇

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

H65
（最終年度）
保険：H42

    　　　31億円
年金：H65

    　　　84億円

H70
（最終年度）
保険：H42

    　　　31億円
年金：H70

     　　　76億円

保険：
枯渇しない

年金：
H49に枯渇

　・公費投入額を91億円／年とした場合
運用利回り

A 保険：1.5%
   年金：2.8%

B 保険：1.5%
   年金：1.5%

C 保険：0.25%
   年金：0.25%

①加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H24-H28実績

H54
（最終年度）
保険：H41

    　　　4億円
年金：H54

    　　　74億円

H59
（最終年度）
保険：H41

    　　　4億円
年金：H59

    　　　71億円

H66
（最終年度）
保険：H45

    　　　18億円
年金：H66

    　　　1億円

②加入者：
　　H24-H28実績
　 障害者：
　　H15-H17実績

H62
（最終年度）
保険：H41

    　　　37億円
年金：H62

    　　　19億円

H67
（最終年度）
保険：H41

    　　　37億円
年金：H67

     　　　26億円

H72
（最終年度）
保険：H46

    　　　8億円
年金：H72

    　　　89億円

死
亡
率

死
亡
率

死
亡
率



平成19年度以前加入者（留意点２） 
１．公費投入額92億円／年 

２．公費投入額91億円／年 

41 
（※１）割引率には運用利回りを用いている。 
（※２）収入現価は公費現価を除いている。 



３．公費投入額85億円／年 

４．公費投入額：76億円／年 

平成19年度以前加入者（留意点３） 

42 
（※１）割引率には運用利回りを用いている。 
（※２）収入現価は公費現価を除いている。 



（参考）平成20年度以降加入者 

43 

（※）割引率には予定利率を用いている。 



参 考 資 料 
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 １．障害児・者の所得保障の基本構造（平成29年度版） 

（注ア）受給者の人数については平成２７年度末のものである。（障害基礎年金は平成２６年度末）   

（注イ）受給額は、平成２９年４月以降の月額である。 

＜（ ）は、28年度からの変動額等＞  ※障害年金制度は年金局所管      

≪障害児（２０歳未満）≫ 

本資料：①及び②該当 

≪障害者（２０歳以上）≫ 

本資料：③該当 

障害基礎年金２級（※） 
障害基礎年金１級（※） 

③特別障害者手当 

６４，９４１円（▲６７円） 

合計 １０７，９８７円（障害年金1級＋③） 

 

 

①特別児童扶養手当２級 
①特別児童扶養手当１級 

②障害児福祉手当 

３４，２７０円（▲３０円） 
５１，４５０円（▲５０円） 

１４，５８０円（▲２０円） 

合計 ６６，０３０円（①＜1級＞＋②） 

８１，１７７円＜２級×１．２５倍＞ 

２６，８１０円（▲２０円） 

１３．８万人 １０．０万人 

６．６万人 

１０７万人 ６９．８万人 

１２．３万人 

45 
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２．特別児童扶養手当制度等の概要 

特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 

目的 精神又は身体に障害を有す
る児童について手当を支給
することにより、これらの児
童の福祉の増進を図る。 

特別障害者に対して、所得
保障の一環として重度の障
害のため必要となる精神的、
物質的な特別の負担の軽減
の一助として手当を支給す
ることにより特別障害者の
福祉の向上を図る。 

重度障害児に対して、その
障害のため必要となる精神
的、物質的な特別の負担の
軽減の一助として手当を支
給することにより重度障害児
の福祉の向上を図る。 

重度障害者に対して、その
障害のため必要となる精神
的、物質的な特別の負担の
軽減の一助として手当を支
給することにより重度障害者
の福祉の向上を図る。 

支給要件 １．２０歳未満    
２．在宅のみ     
３．父母又は養育者が受給        
 

１．２０歳以上    
２．在宅のみ     
３．本人が受給 

１．２０歳未満   
２．在宅のみ    
３．本人が受給  
 

１．６１年３月３１日現在20 
 歳以上の福祉手当受給者 
２．障害基礎年金及び特別 
障害者手当に非該当者 

対象者 １級：障害基礎年金の１級に 
相当する障害を有する児童 
２級：障害基礎年金の２級に 
相当する障害を有する児童 

障害基礎年金の１級の基準
に相当する障害が重複して
いる状態と同程度又はそれ
以上の障害を有する者 

障害基礎年金の１級の基準
に相当する障害より一定程
度重度の障害を有する児童 

障害基礎年金の１級の基準
に相当する障害より一定程
度重度の障害を有する者 

給付月額 
(29年度) 
 

1級 ５１，４５０円 
２級 ３４，２７０円 

 

２６，８１０円 １４，５８０円  
同  左 

所得制限 
（例示：年
収） 
 

１．本人（４人世帯） 
       ７，７０７千円 

２．扶養義務者（６人世帯） 
        ９，５４２千円 

１．本人 
       ５，１８０千円 

２．扶養義務者（６人世帯） 
       ９，５４２千円 

 
同  左 

 
同  左 

 

支給対象
者数※ 
(27年度末) 

１級  ９９，９３２人 
２級 １３８，３６１人 

１２２，７０１人 ６５，５９５人 ４，３２２人 



（在宅・施設別） 
障害者総数 ８５８．７万人（人口の約６．７％） 

   うち在宅     ８０９．７万人（９４．３％） 

   うち施設入所   ４９．０万人（ ５．７％） 

          身体障害者（児）             知的障害者（児）           精神障害者 

         ３９２．２万人                ７４．１万人              ３９２．４万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

３８６．４万人（９８．５％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的

障害者

（児） 

６２．２万人 

（８３．９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

３６１．１万人（９２．０％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設入所

知的障害

者（児） 

１１．９万人 

（１６．１％） 

 

 

入院精神障害者 

３１．３万人（８．０％） 

施設入所身体障害者（児） ５．８万人（１．５％） 

 

（年齢別） 
障害者総数 ８５８．７万人（人口の約６．７％） 

      うち６５歳未満   ５０％ 

         うち６５歳以上   ５０％ 

○ 障害者の総数は８５８．７万人であり、人口の約６．７％に相当。 
○ そのうち身体障害者は３９２．２万人、知的障害者は７４．１万人、精神障害者は３９２．４万人。 
○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向となっている。 

３．障害者の数 

※ 身体障害者（児）数は平成23年（在宅）、平成2４年（施設）の調査等、知的障害者（児）数は平成23年の調査、精神障害者数は平成26年の調査による推計。なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所してい
る身体障害者は含まれていない。 

※ 平成23年の調査における身体障害者（児）数（在宅）及び知的障害者（児）数（在宅）は岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡山市、いわき市及び大阪市を除いた数値である。知的障害者（児）数（施設）
は、宮城県、福島県の一部市町村を除いた数値である。 

※ 在宅身体障害者（児）、在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.5万人と推計されるが、障害種別が不明のた
め、上記には含まれていない。 

※ 複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。 

          身体障害者（児）             知的障害者（児）         精神障害者 

          ３９２．２万人                ７４．１万人           ３９２．４万人 

 

 

 

６５歳未満の者（３１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６５歳未満の者 

（９１％） 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（62％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（６９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３８％） 

６５歳以上の者

（９％） 
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113,077  

99,697  

88,502  

80,532  
75,317  

71,513  
68,691  69,458  

66,412  67,795  
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80,000
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100,000

110,000

120,000

３．就労継続支援Ａ型事業所における平均賃金の推移 

○ 就労継続支援Ａ型事業所における平均賃金月額は、減少傾向が続いている。 

48 【出典】工賃実績調査（厚生労働省調べ） 

（※）平成２３年度までは、就労継続支援A型事業所、福祉工場における平均賃金 



（※）平成２３年度までは、就労継続支援Ｂ型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃 

12,222  
12,600  12,587  12,695  

13,079  

13,586  

14,190  
14,437  

14,838  
15,033  

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

４．就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃の推移 

○ 就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃月額は、平成２０年度以降、毎年増加してきており、平
成１８年度から２１．４％上昇している。 
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